
 埼玉県立病院  料金表 

 

                                     令和７年６月１日改正 

 

 区分 金額  

 特別病室

の使用 

  特別病室Ａ １日につき １１，０００円  

 埼玉県立循

環器・呼吸器

病センター 

特別病室Ｂ １日につき ８，８００円  

 特別病室Ｃ １日につき ７，７００円  

 特別病室Ｄ １日につき ６，６００円  

 特別病室Ｅ １日につき ５，５００円  

 特別病室Ｆ １日につき ４，４００円  

   特別病室Ａ １日につき ２６，１００円  

 埼玉県立が

んセンター 

特別病室Ｂ １日につき １５，７００円  

   特別病室Ｃ １日につき １４，６００円  

   特別病室Ｄ １日につき １３，６００円  

  埼玉県立小

児医療セン

ター 

特別病室 １日につき １１，０００円  

 病院が表

示する診

療時間以

外の時間

における

診察 

埼玉県立小児医療センター １回につき ８，８００円  

 非紹介患

者の初診 

埼玉県立循環器・呼吸器病セン

ター 

１回につき ７，７００円  

 埼玉県立がんセンター １回につき ７，７００円  

 埼玉県立小児医療センター １回につき ７，７００円  

 非紹介患

者の再診 

埼玉県立循環器・呼吸器病セン

ター 

１回につき ３，３００円  

 

 埼玉県立がんセンター １回につき ３，３００円 

 埼玉県立小児医療センター １回につき ３，３００円  

 入院期間

が１８０

日を超え

た日以後

の入院 

一般病棟入院基本料急性期一般 １日につき        ２，７１０円  

 入院料１を算定する場合 （消費税が課されないものにあっては、 

２，４７０円） 

 

専門病棟入院基本料７対１入院

基本料を算定する場合 

１日につき        ２，７５０円 

（消費税が課されないものにあっては、 

２，５００円） 

 一般病棟入院基本料急性期一般

入院料６を算定する場合 

１日につき ２，２７０円  

 （消費税が課されないものにあっては、 

２，０７０円） 

 

 薬価基準収載前の医薬品の投与  実費相当額  

 薬価基準収載医薬品の承認外投与 薬価基準に定める薬価の額  

 厚生労働大臣が定める回数を超えて受けた診

療 

医科診療報酬点数表に準じて得た額  

 歯科自費診療 

 

診療費 歯科診療報酬点数表に準じて得た額  

材料費 実費相当額 

 ＨＬＡ自費検査(骨髄移植に係る血液検査)  実費相当額  



 セカンドオピニオン（診断や治療方法につい

て、主治医以外の第三者の医師が提示する医

療上の意見）料金 

３０分につき １１，２００円  

 （３０分を超える部分について、３０分ま

でごとに５，６００円を加算した額） 

 

 家族性乳がん・卵巣がんの遺伝子検査の料金 検査料 実費相当額  

 カウンセリン

グ料 

３０分につき             

 

 

１１，０００円 

 

 採血料 ３３０円  

 乳がん予後予測遺伝子検査の料金 検査料 実費相当額  

 標本作製料 ９，４６０円  

 病理判断料 １，６５０円  

 外来診療料 ８１０円  

 遺伝性腫瘍遺伝学的検査の料金 検査料           実費相当額 

遺伝カウンセ 

リング料 

３０分につき      １１，０００円 

採血料            ３３０円 

 

 リスク低減卵巣卵管切除術の料金  医科診療報酬点数表に準じて得た額  

 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療

養並びに施設基準（平成二十年厚生労働大臣告

示第二十九号）第三第五十号に掲げる腫瘍治療

電場療法 膠
こう

芽腫(当該疾病が発症した時点に

おける年齢が十八歳未満の患者に係るものであ

って、テント上に位置するものに限る。)の料金 

１回につき ３，８２３円  

 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療

養並びに施設基準（平成二十年厚生労働大臣告

示第百二十九号）第三第五十三号に掲げる術後

のカペシタビン内服投与及びオキサリプラチン

静脈内投与の併用療法の料金 

１回につき ３２，０００円  

 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療

養並びに施設基準（平成二十年厚生労働大臣告

示第百二十九号）第三第六十四号に掲げるネシ

ツムマブ静脈内投与療法の料金 

１回につき ４，２５０円  

 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療

養並びに施設基準（平成二十年厚生労働大臣告

示第百二十九号）第三第六十六号に掲げる術前

のゲムシタビン静脈内投与及びナブ―パクリタ

キセル静脈内投与の併用療法の料金 

１回につき ４００円  

 乳がん術後再建乳房に対する医療用刺青による

乳輪・乳頭再建の料金（片側） 

１回につき ５０，０００円 

（以降追加１回につき

２０，０００円） 

 

 脳ドックの料金 １回につき ４４，０００円  

 胃がん検診（胃内視鏡検査であって、熊谷市が

行うものをいう。）の料金 

１回につき １５，７５５円  

 大腸がん検診（便潜血検査であって、熊谷市が

行うものをいう。）の料金 

１回につき １，２１０円  

 肺がん(結核)検

診（熊谷市が行

うものをいう。）

胸部Ⅹ線検査 １回につき ５，４６４円  

 胸部Ⅹ線検査及び喀痰細胞

診 

１回につき ９，１６０円  



の料金 

 肺ドック（埼玉県建設国民健康保険組合が行

うものをいう。）の料金 

１回につき 

オプション 

腫瘍マーカー 

２７，５００円 

 

５，５００円 

 

 胸部・腹部大動脈 

瘤検診 

ＣＴ単純撮影 １回につき ２２，０００円  

 胸部Ｘ線単純撮影 

＋腹部超音波検査 

１回につき １３，０００円  

 腹部超音波検査 １回につき １０，０００円  

 がんロコモ検診 初回 １回につき ４，６００円  

 ２回目以降 １回につき ９，２００円  

 心理検査所見 １回につき ５，５００円  

 身体検査（試験検査を除く。） １回につき ３，２００円  

 ツベルクリン反応検査(注) １回につき ７，９００円  

 予防接種 

(注) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジフテリア・破傷風混合 １回につき ４，９００円  

 百日せき・ジフテリア・破傷風

混合 

１回につき ４，９６０円  

 百日せき・ジフテリア・破傷風・ 

不活化ポリオ混合 

１回につき 

 

１０，３２０円 

 

 百日せき・ジフテリア・破傷風・ 

不活化ポリオ・フェモフィルス

ｂ型混合 

１回につき １９，０４０円 

 不活化ポリオ １回につき ９，１７０円  

 麻しん １回につき ６，２６０円  

 風しん １回につき ６，３９０円  

 日本脳炎 １回につき ６，８６０円  

 破傷風 １回につき ４，８１０円  

   結核（ＢＣＧ） １回につき １０，７３０円  

   風しん麻しん混合 １回につき ９，１３０円  

  インフルエンザ    

   循環器・呼吸器病センター １回目 ５，１８０円  

  ２回目 ２，８１０円  

  小児医療センター １・２回目 ５，１３０円  

  精神医療センター １回目 ５，１３０円  

  ２回目 ２，７５０円  

   ムンプス（おたふくかぜ） １回につき ６，１９０円  

   水痘（水ぼうそう） １回につき ７，８８０円  

   Ｂ型肝炎 １回につき ６，３１０円  

   肺炎球菌 １回につき ８，８５０円  

   肺炎球菌（結合型） １回につき １０，９８０円  

   Ａ型肝炎 １回につき ７，７００円  

   狂犬病（乾燥組織培養不活化狂

犬病ワクチン） 

狂犬病（ラビピュール筋注用） 

１回につき 

 

１回につき 

１６，２７０円 

 

１６，９４０円 

 

   Ｈｉｂ（ヒブ） １回につき ９，０７０円  

   ヒトパピローマ（子宮頸がん・

組換え沈降２価ヒトパピローマ

ウイルス様粒子ワクチン） 

１回につき １５，５１０円  

   ヒトパピローマ（子宮頸がん・

組換え沈降４価ヒトパピローマ

１回につき １６，８４０円  



ウイルス様粒子ワクチン） 

  ヒトパピローマ（子宮頸がん・

組換え沈降９価ヒトパピローマ

ウイルス様粒子ワクチン） 

１回につき ２６，８６０円  

  ロタウイルス（経口弱毒生ヒト

ロタウイルスワクチン） 

１回につき １３，８７０円  

  ロタウイルス（５価経口弱毒生

ロタウイルスワクチン） 

１回につき 

 

８，７３０円    

  髄膜炎菌 １回につき ２５，５８０円  

  ＲＳウイルス 

循環器・呼吸器病センター １回につき ２５，６４０円 

 

 駐車場 埼玉県立小児

医療センター 

外来（院内で

検印を受けた

者） 

１ 診察、検査等に要する時間  

   定額 １００円  

    ただし次の各号に該当する場合は無 

  料とする。 

 

   イ 身体障害者手帳１～３級の交付を 

   受けている患者の車両 

 

   ロ 療育手帳Ⓐ、Ａ、Ｂの交付を受けて 

   いる患者の車両 

 

   ハ 精神障害者保健福祉手帳１級の交 

   付を受けている患者の車両 

 

   ニ 身体障害者手帳を保持する者が運 

   転する車両 

 

   ホ イからハまでに掲げる患者と同程 

   度の障害の状態である者であると理 

事長が認めた患者の車両 

 

 ２ 上記以外の時間  

   ２０分に 

  つき 

１００円  

 面会（病棟に

入る許可を受

けた者でかつ

院内で検印を

受けた者） 

１ 面会に要する時間  

   定額 ３００円  

    ただし次の各号に該当する場合は無 

  料とする。 

 

   イ 身体障害者手帳１～３級の交付を 

   受けている患者への面会のための車 

   両 

 

   ロ 療育手帳Ⓐ、Ａ、Ｂの交付を受けて 

   いる患者への面会のための車両 

 

   ハ 精神障害者保健福祉手帳１級の交 

   付を受けている患者への面会のため 

   の車両 

 

   ニ 身体障害者手帳を保持する者が運 

   転する車両 

 

   ホ イからハまでに掲げる患者と同程 

   度の障害の状態である者であると理 

事長が認めた患者の車両 

 

 ２ 上記以外の時間  

   ２０分に 

  つき 

１００円  



 上記以外の者 １時間につき １，０００円  

 洗濯   

 冬物寝巻き １枚につき          ４１０円 

 冬物寝巻き １枚につき          ２１０円 

 （上下に分けられるもの）   

 夏物寝巻き  １枚につき          ３００円 

 夏物寝巻き １枚につき          １４０円 

 （上下に分けられるもの）   

 冬物下着類 １枚につき          ２１０円 

 夏物下着類 １枚につき          １００円 

 （バスタオル、腹巻き及びパンツ類を含

む。） 

  

 足袋及び靴下類 １足につき           ４０円 

 消毒 容積３，０００立方センチメートルまでご

とにつき            ５０円 

 慢性疾患児家族宿泊施設 １室１日につき      １，１００円 

 寝具 １組１日につき        ４１０円 

 診断書   

 普通の診断書 １通につき        ２，４４０円 

 特別の診断書 １通につき        ５，４６０円 

 （年金、恩給等の請求又は受給に要する診

断書その他特に複雑なもの） 

  

 死亡診断書 １通につき        ３，３００円 

 生命保険の請求又は受給に要する死亡診断

書  

１通につき        ４，６７０円 

 （簡易生命保険の請求又は受給に要するも

のを除く。） 

  

 身体検査書  １通につき        １，５５０円  

 死体検案書 １通につき        ８，８００円 

 （検案料を含む。） ２通目から１通につき   １，５５０円  

 証明書 １通につき        １，７４０円 

（注） 次に掲げる者に係るツベルクリン反応検査及び予防接種の料金の額は、所定の料金の額 

にそれぞれに該当する金額を加えた額とします。（循環器・呼吸器病センター及び精神医 

療センターのインフルエンザ予防接種は除く） 

ア ３歳未満の者     ２，２５０円 

イ ３歳以上６歳未満の者   ８２０円 


